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『フ ラ ン ス国際 法 年 鑑 』第5巻 ,第6巻

・4槻 襯 吻F猟 α郷 αづ5deDroitIntemational,

tomeV(1959),1160pages,Pa;is,1960,

tomeVI(1960),1283pages,Paris,1961,

(CentrenationaldelaRecherchescientifique).

桑 原 輝 路

『フ ラ ソス国 際 法年 鑑 』 は1956年 に創 刊 され た 。 第1巻 か ら第4巻 まで に

つ いて はす でに 『一橋 論 叢』 に お い て紹 介 した(40巻3号,44巻5号)。 そ れ

に つづ い て こ こで は 第5巻 と第6巻 を ま とめ て 紹 介 しよ う。

国際 法 お よび 国際 関 係 研 究 の 不可 欠 の文 献 の一 つ とな った この年 鑑 の刊 行

の 由来,編 集 方針,性 格 等 につ い ては,第1巻,第2巻 の紹 介 の ときに の べ

て お い た 。

各 巻 の 構 成 に つ い て は,若 干 の変 更が み られ た カ㍉ 第4巻 以後 は一 定 して

い る。

1.ETUDES

∬.CHRONIQUES

1.国 際判例 と国際裁判

2.国 際連 合と普辺的国際機構 『

3.欧 州 機 構

4.フ ランスに関係ある国際問題

5.国 際法に関す るフランスの判例

6.フ ランスの国際法実行

7.法 的な国際問題の年表

皿.BIBLIOGRAPHIES

1.書 評

2.フ ランス語で発表 された国際法関係著書論交の体系的目録

3.国 際法関係資料の年代順索引

メ
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4.教 育 と会議

IV.TABLE

1.ア ルファベツ ト順索引

2.主 な引用判例判決の索引

3.主 な引用条約協定宣言等の索引'

4.目 次

これ らの うち 各 巻 の三 分 の二 に 近 い ペ ー ジ 数 が 資料 的 性 格 を 多 分 に もつ

CHRONIQUES編 に さか れ て お り,10編 内 外 の論 説 を ふ くむETUDES編

には2割 程 度 の ペ ー ジ数 が与 え られ て い るにナ ぎ ない 。 こ こに も 『フラ ンス

国際 法年鑑』 の編集方針 の他 と区別 され る一 つの特色をみ る ことがで きる。

第5巻,第6巻 を通 して編別 にその内容を簡単 にみてい こ う。

1.ETUDES

第5巻 には つ ぎの6つ の 論 説 が あ る。M.Virally「 頂 上 会 談」(PP.7-36)

一 頂 上 会 談 をめ ざ して 準 備 が 進 め られ て い る 時期 に 書 か れ た もの で あ る

が,い わ ゆ る頂 上 会 談 な る もの が提 起す る国際 法 上 の諸 問 題 を詳 細 に分 析,

検 討 して い るaD.Vignes「 現 代 国際 社 会 に おけ る防衛 条 約 の地 位 」(pp・37

-101)一 安 全 保 障 に関 す る国 連 の無 力 と冷 戦 に面 して 国連 が な ん ら成 果 を

あ げ る こ とが で きなか った こ とか ら生 まれ て きた地 域 的 な防 衛 条 約 体制 を 独

自の観 点か ら分析 し,国 連 体 制 の も とに お い て 防衛 諸 条 約 は いか な る地 位 を

しめ るか を論 じて い る。 国連 体 制 お よび冷 戦下 に お け る防衛 条 約 の一 般 理 論

で あ り,そ れ を 特 色 づ け る三 つ の要 素 が あ げ られ て い る。RH.Mankiewicz

「可 航 圏 外空 間 に お け る法 秩序 に つ い て」(pp.103-160)一 一一問 題 の 空 間 の

名称 は 多 様 で あ るが,か れ は 国連 が,extra-atmosph6rique(大 気圏外)と い

う表 現 を 用 い た こ とを 批 判 し,空 気 の反 動 に よって推 進す る普 通 の航 空 機 の

飛 行 を可 能 な ら しめ る密 度 を もつ大 気 層 をespacea6ronautique(可 航空間)

と よび,そ れ よ り上 をespaceextra-a6ronautiqne(可 航圏外空間)と よん で

い る。 宇 宙 法 の一・般 的 法 典化 を 試み る こ とは 尚早で あ る とい う国連 大気 圏 外
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平 和 利 用 特 別委 員 会 の考 え方 に同 調 しつ つ,可 航 圏 外 空 間 の 法秩 序 に関 す る

主 要 な 問 題 に つ い て の試 論 を展 開 して い る 。D.Focsan6anu「 エ ジ プ トに よ り

国 有化 され た ス ェ ズ 会社 の賠 償 を 目的 とす る協 定 」(pp.161-204)-1956

年7月26日 の エ ジ プ トに よ るス エ ズ運 河 会社 の 国有 化 の の ち,1957年11月10

日か ら国 際復 興 開発 銀 行 ブ ラ ック総裁 に よ りア ラ ブ連 合 とス エ ズ会社 との あ

いだ の 調停 の ため の努 力 が 開始 され,1958年7月13日 ジ ュネ ー ヴに お い て 賠

償 に 関す る最 終 協 定 が署 名 され た 。 この ス エズ 会社 賠 償 問 題 の経 過 を,エ ジ

プ ト国 有化 法 とそ の 法 的効 力,国 有 化 時 に お け るス ェ ズ会 社 の法 的 構 造,国

有 化 後 そ の構 造 に もた らされ た 変化,国 有 化 に対 して両 当 事 者(ス ェズ会社 と

エジプ ト政府)に よ って と られ た 法 的 態 度,賠 償協 定 の諸 条 項 に わ け て 考 察

して い る。G.Fischer「 独 立 へ の到 達 とそ の諸 段 階:ナ イ ジェ リアの 場 合 」

(pp.205-219)イ ギ リスが 第 二 次 大 戦後 独 立 に 同意 した7番 目の 国 で あ

る ナ イ ジ エ リア(1960年10月1日 独立)に つ い て,そ の独 立 の 達成 に 至 る経 過

を,憲 法 上 の 進 展,独 立 の基 準,少 数 民 族 の問題,イ ギ リス人 に残 され る官

職 の問 題 の4つ の 面 か ら検 討 して い る。M.Guinchard「 航 空 通 過,空 港 自

由地 区 お よび 自由空 港 」(PP.2217229)一 国際i航空 を容 易 な ら しめ るた め

の 空 港 に お け る直接 通 過 地 区,自 由地 区 お よび 自由 空 港 の制 度 の現状 につ い

て 考察 して い る。

第6巻 は つ ぎの12論 説 を ふ くむ 。R.deLacharriere「 フ ラ ンス ・ア フ リ

カ共 同 体 の進 化 」(PP.9-40)一 一一一一一1960年6月4日 の 法律 に よ る 第5共 和 国

憲 法 の 一部 改 正 に よ る フ ラ ンス 共 同 体 の性 格 の変 化 につ いて 検 討 して い る。

H・Desbois「 文 学 的 お よび 美 術 的i著作 物 保 護 に関 す る ベル ヌ条 約(1886年)却

よび ジ ュネー ヴ 条 約(1952年)」(PP.41-62)両 条 約 の 由 来,関 係 を 考察

した の ち,国 際 法 的 観 点 お よび国際 私 法 的 観 点か ら両 条 約 を 分析 して い る。

RE.Charlier「 海 洋 法会 議 の成 果 と 教 訓 」(pp.63-76)-1958年 お よび

1960年 の2回 にわ た って ジ=ネ ー ヴ にお い て 開催 され た 海 洋 法会 議 に つ い て

そ の手 続 上 の 面 か らと採 択 され た諸 条 約 の 内容 の面 か ら批 判,検 討 を 加 えて

{
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い る。NguyenQuocDinh「1958年 お よび1960年 の 国連海 洋 法 会 議 に お け

る公海 漁 業 の 優 先 的 権 利 の 主 張 」(PP.77-110)一 まえ の説 論 が 一一般 的 観

点 か ら海 洋 法 会議 を と りあつ か って い るの に対 し,こ れ は と くに 公海 漁業 の

優 先 的権 利 の要 求問 題 を と りあげ て い る。 公海 自由 な か ん ず く漁 業 の 自由 と

の 関 係 に おい て 重大 な意 味 を もつ この 問題 に 関 し,第1次 会 議 に おけ る この

要 求 の正 当 性 の限 定 的 承 認 と第2次 会 議 に おけ る この要 求 の条 件 付成 功 に つ

い て詳 述 してい る。R,J.Dupuy「 南極 条 約 」(PP.111-一 一132)-1959年12

月1日 署 名 の南 極 条 約 につ い ての研 究 。G。T6n6kidさs「 キ プ ロス共 和 国 の 国

際 的地 位 」(pp.133-168)一 一一一一一1960年8月16日 独 立 主 権 国 家 を 宣 言 した キ プ

ロス にい て,一 部 の 人 は 良識 の解 決 といい,ま た 他 の 人 は 不 自然 な制 度 とい

って い るが,そ の キ プ ロス の現 在 の国際 的制 度 を,歴 史 的 沿岸,キ プ ロス共

和 国憲 法,イ ギ リス 軍 事基 地,ギ リシヤ,ト ル コ との 同 盟条約,そ の他 の条

約 関 係等 か ら詳 細 に検 討 して い る。J・Dehaussy「 ス エ ズ運 河 に 関す る1957

年 の エ ジプ ト宣 言 」(PP.169-184)一 ス ェ ズ 事 件 は い ろい ろな 点 に つ い て

法学 者 の注 意 を ひ い た が,エ ジプ ト政 府 が 国 有化 か ら生 じた問 題 の一 部 を解

決 し よ うと した ところ の 《ス ェ ズ運 河 お よびそ の管 理 に つ い て の措 置 に関 す

る》1957年4月24日 の 宣 言 に つ い て は,法 学 者 は あ ま り関心 を 示 さな か った

と し,こ の宣 言 に つ い て,《 宣 言 の 実 質 的 法 的効 力》 と 《宣 言 の時 間 的有 効

性 お よび法 的 効 力》 とにわ け て 国際 法基 礎 理 論 的 観 点 か ら 考 察 して い る。

R.J.Dupuy「 国際 機 構 と政 治 的統 一 ・米 州機 構 の 危機 」(PP .185-224)一

キ ュー バ の カス トロ革 命 に つづ く共 産 主 義 の ラ テ ソ ・ア メ リカ へ の イ デナ ロ

ギ ー的 攻 撃 に よって 生 じた 汎 米 体制 の 危機 を 中心 と した 米 州 国際 関 係 の研

究 。E.Vitta「 多 数 国 間 条 約 は 立 法 的行 為(unactelggislatif)と み な され うる

か 」(PP.225-238)一 条 約 締 結技 術 の若 干 の 発 展 に と もな って 提 出 され る

問 題 の検 討 。す なわ ち多 数 国間 の 条 約 国際 法 の 最近 の発 達 か ら伝 統 的 な条 約

とは 異 な る新 しい型 の 国際 的行 為 が 出現 した と考 え られ るか ど うか が問 題 と

され,若 干 の学 者 に よって 国 内 法 の 立 法 的行 為 と類 似 の要 素 を もつ 国 際 的 な
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立 法 行為 が あ らわ れ つ つ あ る こ とが 指摘 され て い る。Vittaは この問 題 に つ

い て 《当事 国 の意 志 の規 範 的 態 度 に よって特 色 づ け られ る条 約》,《 条 約 締

結手 続 へ の国際 機 構 の 干与 》,《 国際 条 約 の 多 数 決 に よ る改 正 》 の三 点 か ら

考 察 を くわ え,否 定 的 を 結 論 を の べ て い る。G.cohenJonathane七R.

Kovar「 平 時 に おけ るス パ イ行 為」(pp.239・ 一一255)-1960年5月 のU2機

事 件 は,ス パ イ活 動,と くに平 時 に おけ るス パ イ活 動 が 国 家 間 の紛 争 を ひ き お

こ した 珍 しい 例 で あ った 。戦 時 に お け るス パ イ行 為 に つ い て は論 ぜ られ て お

り,1907年 の ヘ ー グ規 則29条 に もそ の規 定 は あ るが,平 時 に お け るス パ イ行

為 につ い ては従 来 あ ま り論 じ られ て いな い 。 こ こで は ス パ イ行 為 の構成 要 素

が 吟 味 され,平 時 に お け るス パ イ行 為 の 法 的 性 質 が検 討 され,ス パ イ行 為 の

国際 的要 素 が 明 らか に され て い る。L・Focsan6anu「 対 日平 和 条 約 」(pp.256

-290)一 日本 との 平 和 条約 が結 ばれ た 政 治 的状 況 の 検 討 とサ ソフ ラ ンシス

コ平 和 条 約,二 国間 の 平和 条 約,国 交 回復 協 定 ,議 定 書,共 同宣 言 のそ れ ぞ

れ に つ い て のか な り詳 細 な研 究 。W・Leisner「 ドイ ツ連 邦共 和 国 に おけ る条

約 締 結権 の 配 分 」(pp.291-312)一 ボ ン憲 法 に お け る 条 約 締 結 権 の連 邦

(Bund)と 邦(Lander)へ の付 与 に 関 連 して,邦 の 国際 法 人格,邦 の条 約 締

結 権 等 の諸 問 題 を 考 察 して い る。

皿.CHRONIQUES

1.国 際 判 例 と国際 裁 判

国 際司 法裁 判 所 関係 の もの と して,第5巻 に は まず 国 際 司 法裁 判所 規 程36

条 に 関す るつ ぎの2つ の論 説 が あ る。J.Soubeyro1「 義 務 的管 轄 権 受 諾 宣 言

の 時 間 的効 力」(PP.232-257))一 選 択 条項 受 諾宣 言 に と もな う留 保,と く

に 時 間 を 基 礎 とす る 留保(lar6serverati・netemporis)お よび 宣 言 の 有 効 期

間 に関 す る研究 。S・Dreyfus「 ヘ ー一グの 国際 裁 判 所 規 程36条 の規 定 に も とず

い て フ ラ ンス に よ って受 諾 され た 諸 宣 言」(pp.258-275)一 常設 国際 司 法裁

判所 規 程 発効 以来 の フ ラ ンス の受 諾 宣 言 書(1924年,1929年 〔1936年更新,1939
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年 修正 〕1947年,1959年)の そ れ ぞ れ に つ い て の 検 討 で,各 宣 言 書 の 全 文 も付

記 され て い る。 以 上2つ の 論 説 に つ づ い て 国 際 司 法 裁 判 所 の つ ぎ の3つ の 判

例 研 究 が あ る 。D.V.「lnterhandel会 社 事 件 の1959年3月21日 の 判 決 」

(pp.276-284)。A・Cocatre-Zilgien「 若 干 の 国 境 細 別 地 に 対 す る主 権 に 関 す る

事 件 の1959年6月20日 の 判 決 」(PP.284-291)。J.P.cot「1957年7月27日 の

撃 墜 事 件 に 関 す る1959年5月26日 の 判 決 」(PP。291-312)(ブ ル ガ リァのA・一 ト

リッチ市 近郊で ブルガ リア戦 斗機 に よって イス ラエルの商業航空機 が撃墜 された事件)。

国 際 司 法 裁 判 所 関 係 と して 第6巻 に は,つ ぎ の3つ の 判 例 研 究 が あ る 。J.

P.Cot「 イ ソ ド領 域 の 通 過 権 に 関 す る事 件 の1960年4月12日 の 判 決 」(pp.315

-337)。Cl.A.Colliard「 政 府 間 海 事 協 議 機 構…の 海 上 安 全 委 員 会 の 構 成 に 関 す

る1960年6月8日 の 勧 告 的 意 見 」(PP.338-361)。G.Guyomar「1906年12月

23日 ス ペ イ ン国 王 に よ っ て な され た 仲 裁 判 決 に 関 す る事 件 の1960年ll月18日

の 判 決 」(PP.362-371)。

仲 裁 裁 判 関 係 と し て第5巻 に,G.Guyomar「 国 家 と個 人 と の 関 係 に 関 す

る仲 裁 裁 判 」(PP.333-354)が あ る 。 これ は 国 家 と個 人(と くに会社)と の 間

の 協 定 に も とず く両 者 の 権 利 義 務 に 関 す る紛 争 を 解 決 す る手 段 と して,国 際

的 な 仲 裁 裁 判 を 考 え る こ とが で き る か を 論 じた 興 味 あ る論 説 で あ る 。 第6巻

に は,A.Gervais「 ラ ヌ ー 湖 事 件 ・仲 裁 裁 判 所 の 判 決 に つ い て の 批 判 的 研

究 」(PP.372-434)(第3巻 にはGervaisに よる ラヌー湖事 件の 研究 がのせ られ てい

た),お よ びM.Qu6r6-Messing「 低 開 発 国 援 助 に お け る 仲 裁 の 役 割 」(PP.

435-443)が あ る 。

調 停 委 員 会 関 係 と し て 第5巻 に,S・Bastid「A・Flegenheimer紛 争 に お

け る イ タ リア ・ア メ リカ 調 停 委 員 会 の1958年9月20日 の 審 決 」(pp.313-321)

の 判 例 研 究 とR.Goy「 フ ラ ソス ・イ タ リア調 停 委 員 会 の 判 例 と対 イ タ リア

平 和 条 約 の 解 釈 」(pp・321-333)の 論 説 が あ る(仏 伊調 停委員 会 につ いては第1巻

にD.H.Vignesの 説 明がのせ られてい た)。

ヨ ー ロ ッパ の 国 際 裁 判 所 関 係 と して,第1巻 ～ 第4巻 に 掲 載 され て い た 欧
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洲 石 炭 鉄 鋼 共 同 体 司 法裁 判所 の判 例 研 究 お よび論 説 に ひ きつ づ い て,第5巻

に は 欧 州共 同体 司 法 裁 判 所 の1959年 に お け る 判 決 に つ い て のJ.Boulouis

「欧 州共 同 体 司 法 裁 判 所 の 判例 」(PP.375-389)の 研究 が あ り,第6巻 に は

1960年 に お け る判 決 につ い てのJ.Boulouis「 欧州 共 同体 司 法 裁判 所 の判 例 」

(pp.498-527)が あ る。 また第6巻 には1959年1月21日 設 立 の欧 州 人 権 裁 判

所 につ い て,M.A.Eissen「 欧州 人 権 裁 判 所 の 最初 の判 決(1960年11月14日 の

判決):ロ ウ レス事 件 」(PP.444-497)の 研究 が あ る。

第1巻 か らひ きつ づ い て 「国連 行 政 裁 判所 の 判例 」(第5巻PP.390-395,

第6巻PP・531-535)の 研究 があ り,ま た第6巻 にはJ・Lemoine「 国際労 働

機 構 行政 裁 判所 の 判 例 の 発 展 」(pp.536-556)の 論 説 が あ る。 国 際労 働 機構

行 政裁 判所 の 判例 研 究 も,従 来 大 体 に お い て 各巻 に と りあ げ られ て きた 。

そ の他,第5巻 に は つ ぎの2つ の 論 説 が加 え られ て い る。P.Deruel「 ド

イ ツに お け る 中央 補 償 裁 判 所 の判 例 」(pp.354-374)一 西 ドイ ツに おけ る

占領 軍 に よっ てひ き お こされ た損 害 に 関す る訴 訟 を と りあ つ か った 中央 補 償

裁 判 所 の1947年 か ら1955年 まで の 判 例 上 の諸 観 念 に つい ての 研究 。D.Ruzi6

「戦 争 状 態 の 観 念 に つ い て の 比 較 判 例 」(pp.396-410)1939年 以後 に お

け る諸 国 の裁 判 所 の判 例 よ りみ た 《戦 争状 態 》 の 観 念 の比 較 検 討 。第6巻 に

はG・Guyomar「 ドイ ツに お け る 私 的 財 産,権 利 お よ び 利 益 につ いて の 仲

裁 委 員 会」(pp.528-530)が あ る。

2.t国 際 連合 と普 辺 的 国際 機 構

国 際 連合 関 係 と して,第5巻 に は つ ぎの7つ の論 説 が あ る。M.Merle「 加

盟 国 の活 動 に 対 し国際 機構iに よっ て行 使 され る管 理 」(PP.411-431)国 際

機 構 の 発 達は ます ます 管 理 につ い て の体 系 的 研 究 を 必要 と して くる。 この国

1際機 構 内 部 に お け る管 理 を 国 家機 構 内 に おけ る管 理 ど比 較 しつ つ
,そ の特 性

と重 要 性 を指 摘 した の ち,加 盟 国 の活 動 に対 し国際 機 構 に よって 行使 され る

管 理 の 目的 と手 段 とを 考 察 して い る。R.J.Dupuy「 レバ ノ ソ事 件 に お け る

澗 接 侵 略 と要 請 干 渉」(pp.431-467)1958年 の レバ ノ ソ事 件 は,内 乱,
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間接 侵略,ア メ リカ の干 渉,国 連 の反 応,国 連 諸 機 関 の役割 等 い ろい ろな 問

題 を提 起 した が,こ こで は そ の うち 国連 監 視 団 の問 題 とア メ リカ の 干渉 の 問

題 が 論 じ られ て い る。P.Raton「 国連 総 会 の第6委 員 会 の事 業 」(pp.468-

490)一 国連 総 会 法律 委 員 会 の第14会 期 に お い て 審 議 され た5つ の問 題 に

つ い ての 概 観 。J・Dehaussy「 国連 国際 法 委 員会 の事 業 」(pp.491-504)一

国際 法 委 員 会第11会 期 に おけ る審 議,と くに領 事 関 係 お よび特 権,条 約 法 の

2課 題 に つ い て の審 議 の概 観 。G.Peiser「 無 国籍 に関す る ジ ュネー・一一ヴ会 議 」

(pp.504-522)一 難 民 に関 す る1951年 の条 約 お よび 無 国籍 者 に 関す る1954

年 の条 約 が手 を つ け な か った 無 国籍 に 関す る根 本問 題 を解 決 す べ く,将 来 に

お け る無 国 籍 の 除 去 お よび縮 減 に関 す る 国 際 法委 員 会 草案(お よびデンマー ク

案)を 基 礎 と して,1959年3月24日 ～4月18日 に ジ ュネ ー ヴに おい て 開か れ

た 無 国籍 に関 す る会 議 の模 様 お よび そ の成 果 につ いて のべ て い る。 会 議 は 近

い将 来 に再 度 会 議 を 開 き仕 事 を完 了 させ る ことを 議決 した 。G.Feuer「 技 術

援 助 に関 す る 国連 の創 作:国 際 行 政 官制 度 」(pp.522-542)一 一一一一1958年11月

14日 の 総 会 決 議 に も とず い て 発 足 した 技 術 援助 の 新 しい 制 度,国 際 行 政 官

制 度 につ い て,そ の性 格,従 来 の技 術 援 助 の制 度 と比 較 して 独創 的 な特 色 な

どにつ い て 考 察 して い る。A.Teissierd'Orfeuil「 ア フ リカ 経 済 委 員 会 」

(pp.543-549)一 一一1958年 に設 置 され た ア フ リカ 経 済委 員 会 は,動 き の激 し

い地 域 を対 象 と して い るた め,既 存 の経 済 委 員 会 が 経 験 しな か った よ うな特

別 な難 しさを か か え てい る。 同委 員会 の構成,役 割,権 限,専 門機 関 との 関

係 に つ い てそ の 困難 さを のべ て い る。

第6巻 に は 国連 関 係 と してつ ぎの5つ の論 説 が あ る。M。Virally「 国 連 と

1960年 に お け る コ ソゴ 問 題」(PP.557-597)一 一一一1960年 にお け る コ ン ゴ問 題

に 際 して 国連 が とった 行 動 を,法 的 な 面 お よび 国連 諸 機 関 の機 能 の 面 か ら詳

細 に 分析 した注 目す べ き論 説 。 コ ン ゴ事 件年 表,コ ンゴ問 題 に関 す る安 保 理

事 会 お よび 総 会 の決 議 が 付記 され て い る。D.Ruzi6「 国連 の 一年 ・法 的問

題 」(PP.598-612)-1959年9月15日 か ら1960年9月20日 まで の 間 に 国連
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の 主 な機 関 に よって検 討 され た 憲 章 の解 釈,国 連 の 構 造 お よび 国連 の 主 た る

機 能 に 関 す る もっ と も重要 な 法 的 問題 が指 摘 され 検 討 され て い る。RGoy「

若 干 の 地域 的 会議 へ の イ ス ラェ ル代 表 の 参 加 権 」(pp.613-615)一 イ ス ラエ

ル が若 干 の地 域 的 国 際 会 議 へ の参 加 を ア ラ ブ諸 国 に よって拒 否 され て い る問

題 に つ い ての 考 察 。P.Raton「 国連 総 会 の法 律 委 員会 の事 業 」(PP.616-634)

一 第6委 員会 の第15会 期 に お け る3つ の 問題
,す なわ ち 国際 法 委 員 会 の 報

告,国 連 法律 年 鑑 刊 行 の問 題 お よび総 会 と専 門機 関 との協 議 の問 題 につ い て

の 討議 の 概 観 。J.Dehaussy「 国連 国 際 法 委 員 会 の事 業 」(pp.635-645)一

第12会 期 に おい て 委 員 会 が作 成 した領 事 関係 お よび 特 権 に つ い て の 条文 案 の

検 討 。

専 門機 関 関係 と して は,第5巻 に 国際 民 間航 空 機 構 理 事 会 の 構成 お よび選

挙 を規 定 した シカ ゴ条 約50条 と くにb項 の 解 釈 お よび 適 用 に つ い て検 討 して

い るRH・Mankiewicz「 理 事 会 の選 挙 方 法 とそ の構 成 ・シカ ゴ条 約50条 の

解 釈 」(PP.549-568)と 国 際 電 気 通 信連 合 関 係 のR.Goy「 電 気 通 信 に 関す る

周 波 数 の割 当」(PP.569-591)お よびA.Boisson「 万 国郵 便 連 合 とそ の 構 造

の進 化 」(pp.591-604)が あ る。

第6巻 に は専 門機 関 関係 と して つ ぎの3論 説 が あ る。H.Saba「 教 育 の 分

野 に お け る差別 に対 す る斗 争 に 関す る協 定 お よび 勧 告」(pp.646-659)一 ユ

ネ ス コ総 会 が1960年12月14日 に採 択 した教 育 の分 野 に おけ る差 別 反 対 斗 争 に

関す る協 定 お よび勧 告 につ いて の 研 究 で,同 協 定 お よび勧 告 の全文 が 付 され

て い る。E.Wolf「 電 離 放 射 線 に対 す る労 働 者 の 国 際 的 保護 」(pp.660-668)

一 電 離放 射 線 か らの 労 働 者 の 防護 に 関 して と られ て きた い ろ い ろな 国 際

的措 置,と くに 国際労 働機 構総 会 に お い て1960年6月22日 に 採 択 され た 電

離放 射 線 を『対 す る 労 働 者 の 防護 に 関す る 条約 お よび 勧 告 に つ いて の 分析 。

G.Fischer「 国際 復 興 開発 銀 行 とイ ンダ ス 河流 域 の水 利 」(pp.669-684)一

イ ン ドとパ キ ス タ ソの分 離 以来,両 国 の 間 で争 わ れ て き たイ ンダ ス河 流 域 の

水 利 に 関 す る問題 は,1960年9月19日 署 名 の3つ の文 書(イ ンダス河の水の配
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分 に関する条約,イ ンダス河流域開発基金を設立す る財政協定お よび 国際復興開発銀行

とパキスタンとの借款協定)に よって 解 決 をみ た 。 この 紛 争 の 解決 と これ らの

条 約協 定 の作 成 は,世 界銀 行 の 干与 に よる と ころが 大 きか った 。 この よ うな

イ ソダ ス河 水利 問題 に 関す る紛 争 に つ い て,そ の 解決 お よびそ こか らひ きだ

され る教 訓 につ いて 述 べ て い る。

そ の他,こ の項 に は つ ぎの もの が ふ くれ て い る。第5巻 にJ.Salmon「u.

N・RWA・ の創 作 ・経 済 発 展 の た め の ヨル ダ ソ銀 行 」(pp.604-617)ヨ

ル ダ ン開発 銀行 が,主 と して ア ンル ワ(国 連近東パ レスタン難民救済事業機関)

に よっ て出 資 され,か つそ れ が ヨル ダ ン国 内 に設 立 され た とい うこ と,す な

わ ち 同銀 行 が 国 内 法 と 国際 法 との 交 叉 点,境 界 領 域 に み いだ され る とい う

と ころ に 関心 の 中心 が おか れ,そ の よ うな 特 異 な 地 位 に あ る 同銀 行 に つ い

て,そ の起 源,構 造,活 動 が検 討 され て い る。 第6巻 には つ ぎの3論 説 。

J・Leprette「 カ リブ委 員 会か らカ リブ機 構iへ」(pp.685-706)1960年6

月21日,ア メ リカ,フ ラ ソス,イ ギ リス,オ ラ ソダは1946年 に設 け られ た カ リ

ブ委 員会 に 代 わ る もの と して,カ リブ機 構 を設 立す る条 約 に 署 名 した 。 まず

カ リブ委 員 会設 立 の 背 後状 況 お よび理 由,同 委 員会 の 構 造 お よび 主 た る事 業

が 検 討 され,つ ぎに 同委 員会 の 放棄 を もた らした諸 要 因 お よび新 しい カ リブ

機 構 の規 約 の主 な 規 定 が分 析 され る。な お カ リブ機 構 設 立協 定,カ リブ機 構

一規 約 全文 が付 記 され て い る
。G.Fischer「 国 際高 等教 育 機 関 に 関す る法 的 問

題 」(PP.707-723)一 国 際 関 係 の 複雑 化,緊 密化 お よび 国際 機 構 の 増 大,

地 域 的組 織 化 の発 達 に と もな って,高 等 教 育 の 国際 的 機 関 の設 立 が 必要 とな

り,ま た多 くの 人 が 教 育,養 成 は 国 際性 を もたね ば な らぬ と考 え る よ うに な

っ て きて い る。 こ こで は現 存 す るそ の よ うな 機 関 お よびそ の計 画 の 若 干 を と

り あ げ,そ の よ うな 機 関 または 計 画 に と もな う法 的 な 問 題 が 検 討 され て い

る 。 と りあ げ られ て い る機 関 また は計 画 は,ヘ ー グ国際 法 ア ヵ デ ミー,ル ク

セ ンブル グの 比 較 法 国際 大学,ブ ル ー ジ ェの ヨ ・-ptッ パ大 学,ig20年 の国際

大 学 案,ヨ ー ロ ッパ大 学 案,国 際 復 興 開 発 銀 行 経 済 発 展学 院,国 際労 働事 務
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『局社 会 研 究 国際 学 院 で あ り
・それ らの性 質,起 源, ,財 政,自 治,政 府 また は

'国際 機 構 との 関 係 の相 違 が指 摘 され る
。 また 国際 高 等 教 育 機 関 の国 際 性 の基

塾準 を そ の設 立 の方 法 お よび技 術
,管 理,財 政,教 授 団 お よび 学 生 団 の 構成 の

そ れ ぞ れ に お い て 求 め,上 記 の各機 関,計 画 をそ の よ うな 基 準か ら検 討 し

て い る。A,C.「 国際 行動 と一 次 産 品」(pp.724-754)一 一 次 産 品 に 関す る

罫国際 的諸 問題 の複 雑 性 お よび 困難 性 を指 摘 した の ち
,一 次 産 品 に 関す る一 般

・的 問題 が 国連 そ の他 の国 際 機 関 に よって どの よ うに検 討 され たか ,お よび そ

れ ぞれ の 一 次産 品 につ い て どの よ うな 国際 的 措 置 が と られ た か を研 究 して い

一る。

3.欧 州機 構

欧 州 審 議 会 の問 題 と して,第5巻 に は,A・CKiss「 欧 州 審議 会 の特 別 基

金」(PP.659-571)が あ る。 これ は 欧 州 審議 会が 最近 設 置 した2つ の基 金,

す なわ ち欧 州 審議 会再 居 住 基 金 〔欧 州 に お け る難 民 お よび過 剰 人 口の ため の

再 居住 基 金 〕(1956年4月,規 約採択)お よび 欧 州 審 議 会 文 化 基 金(1958年6月,

規約採択)を,主 と して 制 度面 か ら考 察 した もので あ る。第6巻 に は,A・C.

Kiss「 欧 州 審 議 会 の 閣僚 委 員 会 の 決 定(actes)」(pp.755-773)が あ る。 欧

州 審 議 会 規 約15条,16条 の規定 す る閣僚 委 員 会 の権 限 は 必 ず し も明確 で は な

Lい。 また閣 僚 委 員 会 は,若 干 の欧 州条 約 に よって 新 しい任 務 を委 任 され て い

る。 こ こで は 閣 僚委 員 会 の種 々の権 限 の吟 味 お よび 閣僚委 員 会 の行 う種 々め

決 定 の法 的性 質 の検 討 に 関心 が 示 され,閣 僚 委 員 会 の 決定 の形 式 拘 束 的性

格 を もつ決 定,拘 束 性 な き決 定,決 議 にわ け て考 察 され て い る。

欧 州 人権 委 員 会 お よび裁 判 所 につ い て,第5巻 に は まずH.Wiebringhaus

「欧 州 人権 委 員 会 の 判 例 の なか に おけ る 《国 内的救 済 手 段 を 前 もって 尽 く

す 》 の規則 」(PP.685-704)が あ る。 人権 お よび基 本 的 自由 の 擁 護 に 関 す る

一条 約(1950年11月4日 署名)26条 に規 定 され て い る 《国 内 的救 済 手 段 を尽 くす 》

・の規 則 は ,欧 州 人 権 委 員 会 の実 行 のな か に お いて きわ めて 重 要 な意味 を もっ

九 。す なわ ち同委 員 会 で 審理 され た お よそ400件 の うち3分 の1近 くが この
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規 則 の適 用 に よって,つ ま り 国 内的 救 済手 段 を 尽 くさ なか った とい う理 由

で,却 下 され て い る。 こ こで は この規 則 に 関 す る欧 州 人権 委 員 会 の実 行 が検

討 され て い る。 つ ぎ にM,A.Eissen「 欧 州 人権 裁 判 所 」(pp.618-658)。1950

年 署 名 の人 権 お よび基 本 的 自由 の擁 護 に関 す る条 約 に も とず く欧 州 人権裁 判

所 は,欧 州 人 権委 員 会 に お くれ て,よ うや く1959年1月21日 に設 置 され,そ

の規 則 は1959年9月18日 に採 択 され た。 この 論 説 は 欧 州 人権 裁 判 所 の設 立 の

沿 革 お よび主 た る性 格 に つ いて 詳 細 な考 察 を 加 え た もので あ る。 第6巻 に は

M・E・Eissen「 欧 州 人権 委 員 会 の 新 しい 内部 規 則 」(pp.774-790)が あ る。

欧 州人 権 委員 会 の 内部 規 則 は,1955年4月2日 に そ の 最 初 の規 則 が 採 択 さ

れ,そ の 後数 次 にわ た って若 干 の 修 正 が 加 え られ て きたが,次 第 に全 面 的改

正 の 必 要 が 生 じ,と くに1959年1月21日 の欧 州 人権 裁 判 所 の設 立 に よって委

員 会 に新 しい活 動 分 野 が 開かれ る こ とに な り,全 面 的 改 正 が 行 な わ れ るに 至

った(1960年 の第22会 期および第24会 期)。 ど こに おい て は 新 しい 内部 規則 の 重

要 な い くつ か の間 題 が検 討 され て い る。

つ ぎに欧 州共 同 体 関 係 と して 第5巻 に は,XXX「 国際 関 係 の な か に お け

る欧 州 石 炭 鉄鋼 共 同 体 の 法 人格 」(PP.714-727)が あ る。 国 際 的 法 人格 の一

般 的基 準 が 検 討 され,そ れ らの基 準 に て らして み た石 炭 鉄鋼 共 同 体 お よび 経

済 共 同 体 の 法 人格 につ い て 考 察 して い る。 第6巻 に は つ ぎの3篇 が あ る。

Cl.Lassalle「 直接 普 通選 挙 に よ る欧 州 議 会 の選 挙 に 関す る 協 定 草 案 」(PP.

801-816)一 欧 州 経済 共 同体 条 約138条,ユ ー一ラ トム 条 約108条,欧 州 石 鉄

鉄鋼 共 同 体 条約 修 正21条 の規 定 に した が って,欧 州議 会 は1960年5月17日,

欧 州議 会 の 直接 普 通 選 挙 に 関す る5つ の決 議 と1つ の宣 言 を採 択 した。 この

欧 州議 会 に よ って 採 択 され た欧 州 議 会 の 直接 普 通選 挙 に 関す る協 定 草案 お よ

び これ に 関連 す る 問 題 につ い て の 考 察 。R.F.「 欧 州 経済 共 同 体 の共通 関 税

率 」(PP.817-827)一 ローマ条 約 に お け る関 税 同盟 の観 念 を 分 析 した の ち,

関税 同 盟 の 本 質 的要 素 と して あ げ られ る域 内 関税 の撤 廃 と対 外 共 通 関税 の 設

定 の うち,前 者 の 実 現 は 比 較 的単 純 で あ るが,後 者 の 実現 の た め に は一 連 の
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規 則 お よび特 別 の手 続 が 必要 で あ る と して,そ の規 則 お よび 手 続 に つ い て考

'察して い る
。P.Pinay「 欧 州経 済 共 同 体 に お け る規則 制 定 権 の 行使 ・輸 送 に

関 す る葦 別 の 廃 止 に つ い て」(pp.828-858)ロ ー マ条 約79条3項 の実 施 の

た め の輸 送 の運 賃 お よび条 件 に 関す る差 別 の廃 止 に 関す る規則11号 の研 究 を

中心 と した共 同 体 の 規則 制 定 権 の考 察 。 な お第6巻 に は さ らに1.Det七er「 欧

州 自由 貿 易 連 合 の 制 度 的側 面」(pp.791-800)の 一 篇 が あ る。 これ は1960年

1月4日 署 名(1960年5月3日 発効)の ス トックホ ル ム 条 約 に 関 し,欧 州 自由

貿 易連 合 の 性 質,目 的,条 約 適 用 地 域,連 合 の 構 造,制 度 上 の 発 展 の可 能

性,理 事 会 の権 限,票 決方 法,域 内 関 係,対 外 関 係 につ い て概 観 した もの。

欧 州 経 済 共 同 体 お よび ユ ー ラ トム に つ い て も 同様 な 観 点 か らの 考 察 が 第3

巻,第4巻 に掲 載 され て い た。

そ の他,第5,巻 には つ ぎの3つ の論 説 が あ る。 欧州 に おけ る移 動 に関 す る

諸 問題 を と りあ つ か ったMmeBreton-Jokl「 現代 移住 問題 に つ いて の概 観 」 ,

(pp.671-685),電 離i放射 線 に対 す る人 体 防 護 の 問題 に 関す る ヨ ー ロ ッパ原 子

力機 関 とユ ー ラ トムの活 動 に つ い て のN.E.S・ 「電離 放射 線 に対 す る人 体 防

護 に 関す る欧 州 諸 国の 国際 的 義務 」(PP.704-714)お よびJ・Patey「N奏To

軍 の地 位 に関 す る ロ ソ ドソ協 定 の ドイ ツへ の 適 用 」(pp。727-747)。

4.フ ラ ソスに 関 係 あ る国際 問題

この項 目は 第3巻 か ら新 し く設 け られ た もの で あ る。 フ ラ ンス共 同体 に関

す る もの と して,第5巻 に は,P.F.Gonidec「 フラ ソス共 同 体 に お け る国

籍 と古 民 権 に つ い て の 覚書 」(pp.748-761),F.Borella「 フ ラ ソス 共 同 体 の

進 化 」,(pp.761--783),第6巻 に は,F.Bore11a「1960年 に おけ る フ ラ ンス共

同 体 の進 化:憲 法 的共 同体 か ら協 定 的共 同 体 へ」(PP.925-952),P・Lampu6

「海 外 領 土 お よび 県に お け る 条約 の適 用」(pp.907-924),G.ConacetG.

Feuer「 フ ラ ン ス ・マ ダ ガ ス カ ル 怖 定 」(PP .859-一 一880),A・Gandolfi「 薄 命 の

国 家 マ リ連 邦 の 国 際 的 観 点 か らみ た 生 誕 と死 」(pp.881-906)が あ る 。 つ ぎ

に ア ル ジ ェ リア 問 題 に 関 し,第5巻 に は,J.Charpentier「 ア ル ジ ェ リ ア共
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和 国 臨 時 政 府 の 承 認 」(pp.799-816),M・Flory「 ア ル ジ ェ リア と 国 際 法 」

(pp.817-844),第6巻 に は,M.Flory「 ア ル ジ ェ「リ ア 人 の ア ル ジ ェ リア と麟

際 法 」(pp.973-998)が あ る 。 そ の 他,第5巻 に は,A.c,Kiss「 フ ラ ンス 実

行 に お け る 条 約 の 消 滅 」(PP.784-一 一798),第6巻 に は,A.Piot「1959年ll月 、

25日 の フ ラ ン ス ・ア メ リカ 居 住 協 定 」(pp.953-972)が あ る 。

5.国 際 法 に 関 す る ブ ラ ンス の 判 例

第5巻 は1958年 度 の,第6巻 は1959年 度 の 国 際 法 に 関 係 す る フ ラ ン ス の 国 、

内 判 例 を,体 系 的 に 分 類,解 説 して い る(第5巻PP.845-876,第6巻PP.999・

一一1042)。 編 者 は い ず れ もJ・Robert。 こ の 項 目は 創 刊 号 以 来 の もの で あ る 。、

6.フ ラ ンス の 国 際 法 実 行

これ は 外 交 文 書,議 会 に お け る政 府 答 弁 等 の 多 くの 資 料 に も とつ い て,現.

代 の 国 際 問 題 に つ い て の フ ラ ンス 政 府 の 法 的 態 度 を 明 らか に す る こ と を 目的

とす る もの で,多 数 の 事 項 が ア ル フ ァ ベ ッ ト順 に 列 挙 され,簡 単 な 説 明 と 資

料 の 引 用 と参 照 す べ き 資 料 と が 示 され て い る。 第5巻 は1958年10月1日 か ら・

の1年 間 が 対 象 と され(pp.877-902),第6巻 は1959年10月1日 か らの1年 一

間 が 対 象 と され て い る(pp.1043-lo83)。 編 者 は い ず れ もJ・Charpentier。

こ の 項 目 も第1巻 か らの もの で あ る 。

7.法 的 な 国 際 問 題 の 年 表

国 際 法 関 係 の 国 際 問 題 の 年 表 で,第5巻 は1958年11月1日 か ら1959年12月,

ま で(pp.903--948),第6巻 は1959年11月1日 か ら1960年12月 ま で(pp.1084

-1134) ,重 複 の 部 分 は 前 巻 が 概 略 で あ る。 編 者 は 第5巻 がJ.Focsan6anu・

他4名,第6巻 がG.Fischer他2名 で あ る。 こ の 項 目 も第1巻 か ら継 続 さ一

れ て い る 。

皿.BIBLIOGRAPMES

　

ま ず 「書 評 」 に は 第5巻 に89冊,第6巻 に67冊 が と りあ げ られ て お り(第

5巻pp.949-998,第6巻pp.1135-1162),第6巻 か らは 記 載 方 法 に 若 干 の 改
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良 が 加 え られ,と りあ げ られ て い る文 献 が 一 般 的 著 作,資 料 ・定 期 刊 行 物,

法 源,国 家,外 交,領 域 等 々の項 目に分 類 され,か つ 各 文 献 の 書評 に 内容,

注 意,参 照,文 献,資 料,索 引 等 の見 出 しが 付 され,注 意 す べ き点,い か な

る種 類 の文 献 が参 照 され て い るか,関 係文 献 ・資料 が 掲 載 きれ て い るか,い

か な る種 類 の索 引 が付 され て い るか 等 が 一 見 して わ か る よ うに工 夫 され て い

る。

つ ぎに 「フ ラ ンス語 で 発 表 され た 国際 法 関 係 著 書 論 文 の 体 系 的 目録 」 は,

第5巻 は おお む ね1958年11月 か ら1年 間 に,第6巻 は1959年ll月 か ら1年 間・

に フ ラ ンス語 で 発 表 され た 著 書,論 文(印 刷出版 された ものだけでな く,タ ィブ

によるもの,ま た学位論文 もふ くむ)の 目録 で あ り,論 文 等 の収 録 の 対 象 とな っ

て い る雑 誌 は,た ん に 法律 関 係 の雑 誌 だ け で は な く,よ り一 般 的な 雑 誌,ま

た は と きお り国 際 的 な 法 律 問題 を と りあ つ か うこ とのあ る各 種 の専 門 雑 誌 を

もふ くんで い る。 そ して そ れ らの 著 書論 文 が 体 系 的 に(一 般,国 際法の法源,

国際法の主体,一 般的国際機構,地 域的機構,国 際公域,国 際法の特殊問題,開 発途上

の国 ・技術援助,紛 争の平和的解決,安 全保障,戦 争法,内 乱 ・反乱,国 際関係に大別

され,さ らにそれぞれ がまた 多くの項 目に分け られてい る)分 類 整 理 され 掲 載 され

て い る。 これ は 創 刊号 以来 つ づ け られ て お り,フ ラ ンス語 の 国際 法 お よび 国

際 関 係 の文 献 に 関 す るか ぎ り,き わ め て 完 備 した もの と・な って い る(第5巻

PP.999-1039,第6巻PP.1153-1227)。

つ ぎの 「国 際 法 関 係 資料 の年 代 順 索 引」 は 第3巻 か ら掲 載 の もの で あ り,

第5巻 は1959年 に お い て,第6巻 は1960年 に お い て,フ ラ ソス のNoteset

EtudesDecumentairesお よびArticlesetDocumentsに 発 表 され た 条 約,協

定,宣 言,コ ミ ュニ ケ等 々の国 際 法 に関 係 あ る資 料 の標題 を,そ の 資料 の 日

付 の 順 に 列 挙 し,参 照 す べ きN.E.D.お よびA.D.の ナ ソバ ーを記 して い

る(第5巻PP.1040-1053,第6巻PP.1128-1231)。 、

国 際 法 教 育 に関す る情 報 の提 供 を 目的 とす る 「フ ラ ソスに お け る国 際 法教

育 」 とい う項 目が,第1巻,第2巻 に あ った が,第3巻 か ら 「教 育 と会 議」
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とい う項 目に 変 り,第5巻 に は 《フラ ソスに お け る国際 法 教 育》,《 国際 法
ア ンス テイ テ ユ ア ンス テイ テ ユ

学 会 ニ ュ・一・シ ャ テ ル 会 期 》,《1959年9月11日 国 際 法 学 会 で 採 択 され た 決

議 》,《 ヘ ー グ国 際 法 ア ヵ デ ミー 国 際 法 国 際 関 係 研 究 所 》 お よび 《共 同 市 場

研 究 へ の 法 学 お よび 経 済 学 の 寄 与 》 の 記 事(pp.1054-1065)が,第6巻 に は

《ヘ ー グ 国 際 法 ア ヵ デ ミー 研 究 所 》 お よび 《ヨ ー ロ ッ パ に お け る 人 権 の 国 際

的 保 護 に 関 す る 討 議(ス トラスブー ル,1960年11月14,15日)》 の 記 事(PP.1233

-1259)が の せ られ て い る 。

IV.TABLE

「ア ル フ ァベ ッ ト順 索 引 」,「 主 な 引 用 判 例 判 決 の 索 引 」,「 主 な 引 用 条

約 協 定 宣 言 等 の 索 引 」 が あ り(第5巻PP.1067-1157,第6巻PP.1233-1279),

第5巻 の これ ら諸 索 引 は,第1巻 か ら第5巻 ま で の 総 合 索 引 とな っ て い る 。

以 上 の ほ か第5巻 の巻 頭 に は,本 年 鑑 の対 しフ ラ ソス学 士 院(精 神および政

治科学アカデ ミー)か ら1959年 度 のDupinAin6賞 が授 与 さ れ た こ と が,ま

た第6巻 の 巻 頭 には,本 年 鑑 の 顧 問 の一 人 で あ ったG.Scelle(1961年1月8日

死 去)に 対 す るGBerliaの 追 憶 の一 文 が 記 され て い る。

フ ラ ンス 国 際 法年 鑑 は,以 上 概 観 した よ うに国 際 法 に関 す る研究 のみ な ら

ず 国 際 関係 論 的 研 究 も多 くふ くまれ て い る。 この 点 につ い て は 創 刊号 のG.

Gidelの 序 文 も指 摘 して い る。そ して と りあ げ られ て い る諸 問 題,諸 事 項 は

大 体 に お いて 出 版 に先 立 つ1年 間 の具 体 的 な現 実 問 題 で あ る。 また この年 鑑

の 企 画 刊行 の 中心 的 な原動 力 とな った のは,フ ラ ンス に おけ る アカ デ ミー聴

講 者協 会(ヘ ーグ国際法 アカデ ミー聴講者および元聴講者のグループ)の 少壮 学 者達

で あ り,か れ らが また 執 筆 者 の 中心 的 存 在 と な って い る。 編集 委 員 会 の 筆

頭 は 創 刊 以来MmoPaulBastidで あ り,そ の 他 にG.Fischer,D.Vignes,

Cl.A.Colliard(第6巻)が 名 を連 ね て い る。 な お 第1巻 に は 「ドキ ュメ ソ
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下」 の項 目が あ った が,他 誌 との重 複 を さけ るた め第2巻 か らこの 項 目は な

くな って いた 。 この こ とにつ いて 第3,4巻 紹 介 の さい に い さ さか 遺 憾 の意

を の べ た が,第5,6巻 をみ る と若 干 の 論 説,研 究 にannexeと して,必 要

な 条 約,協 定,宣 言 等 の ドキ ュメ ソ トが 付 記 され て い る。 これ は歓 迎 す べ き

傾 向 とお もわ れ る。 と もか くフ ラ ソス国際 法 年 鑑 は,特 色 あ る国際 法 年 鑑 と

して高 く評 価 さ るべ きであ ろ う。




